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１．テーマ：ＴＩＣＡＤプロセスを通じた対アフリカ支援の取り組み 

（重点課題別評価） 

２．調査対象国：アフリカ 53 か国 

  現地調査国：ウガンダ及びケニア 

３．評価チーム： 

（１）評価主任：望月 克哉 

（アジア経済研究所新領域研究センター専任調査役） 

（２）アドバイザー： 

斎藤 文彦(龍谷大学国際文化学部教授) 

壽賀 一仁(日本国際ボランティアセンター事務局次長) 

（３）コンサルタント： 

みずほ情報総研株式会社 

４．調査実施期間：2007 年 8 月～2008 年 3 月 

ウガンダ：国立農業研究機構

（NARO）での聞き取り調査 

ケニア：ムインギ県ヌー郡での

グループインタビュー 

５．評価方針 

（１）目的 

2008 年に開催される第 4 回アフリカ開発会議（TICAD IV）以降の TICAD プロセスの有意性を更に

高め、今後の我が国の「対アフリカ ODA 政策」像を導き出すための教訓や提言を得ること、また、評価

結果を公表することで国民への説明責任を果たすことを主要な目的として、これまでに TICAD プロセス

を通じて行われてきた支援策の効果について総合的なレビューを行った。 

（２）対象・時期 

総論における評価対象は、日本が TICAD II 及び III のフォローアップとして特に掲げた政策の枠組み

（柱立て）及び例として挙げられた施策・事業とした。ケース・スタディにおいては、当該国に対する日本

の支援一般とする。評価時期は基本的に 2000～2006 年とした。 

（３）方法 

政策の妥当性、結果の有効性、プロセスの適切性の 3 つの視点から評価を行った。評価にあたって

は、文献調査、国内でのインタビュー調査に加え、ウガンダとケニアにおける現地調査でインタビュー調

査及び資料収集を行った。 

６．評価結果 

（１）「政策の妥当性」に関する評価 

TICAD プロセスを通じた日本の対アフリカ支援と、その国際的上位枠組みと位置付けられるミレニア

ム開発目標（MDGs）、TICAD 東京行動計画、TICAD 10 周年宣言、TICAD III 議長サマリーとの整合

性はおおむね確保されており、この点において政策は妥当であると評価された。しかし、MDGs や東京

行動計画が掲げているジェンダー及び環境の 2 分野に関しては、整合性が特に見出されなかった。ま
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た、TICAD III 議長サマリーについては、「市民社会との対話」という開発課題に対する配慮が明確では

なかった。 

日本国内における上位政策と位置付けられる政府開発援助（ODA）大綱及び ODA 中期政策との整

合性もおおむね確保されており、この点において TICAD プロセスを通じた日本の対アフリカ支援政策は

妥当であると評価された。 

（２）「結果の有効性」に関する評価 

日本の対アフリカ ODA は、サブサハラ・アフリカ向けの贈与を中心に 2004 年から急速に拡大してお

り、世界の対アフリカ支援における地位も回復しつつある。2004 年以降の贈与の 6～8 割は債務救済

であるが、2003 年の TICAD III で掲げた日本の対アフリカ支援の主要素に「債務救済」があることを踏

まえれば、TICAD プロセスを通じた日本の対アフリカ支援は、債務救済という結果には有効に結実して

いると評価できる。また、債務救済以外の贈与額も 2006 年には 2 割増となっており、一定の評価はで

きよう。ただ、TICAD プロセスが 1990 年代から続いていることを考えれば、ODA 投入増加という結果が

出たのは遅かったといえる。 

「人間中心の開発」に係る MDG 指標の変化の方向は、全体的には一応「改善」を向いているが、改

善の絶対量が不十分な指標がほとんどで、指標によっては悪化している国も相当程度存在している。こ

のような指標の変化に、TICAD プロセスを通じた日本の対アフリカ支援がどれだけ貢献しているかを特

定することは不可能であるが、この分野を支援の柱として注力していることを踏まえれば日本は、そこで

の MDG 指標の改善に対し、ある程度は有効に寄与しているが、その度合いは必ずしも十分ではないと

評価できる。 

「経済成長を通じた貧困削減」に係る諸指標のうち、情報通信関係の「インフラ整備」に関する MDG

指標は順調に改善していたが、「農業・農村開発」に関する MDG 指標「国土面積に対する森林面積の

割合」は悪化していた。「経済成長」に関する指標は、20 世紀末よりは改善しているとはいえ、「製造業」

「製造品輸出」「民間投資」が牽引する高度成長の典型的なパターンないし構造はいまだ見出せず、日

本の支援は必ずしも実効的ではないといえる。 

（３）「プロセスの適切性」に関する評価 

日本の支援プロセスにおける相手国政府との協議・調整については、ケース・スタディ国から高い評

価がなされており、おおむね適切であると考えられる。日本の特徴である準備・交渉期間が長い点は、

後のスムーズな事業実施につながっているとして高く評価されることが多いが、支援の「速さ」に問題が

あると捉える向きもある。 

ケース・スタディ国において日本は、他のドナー国・機関との協議・調整に積極的に取り組んでいると

評価されており、この点でも支援プロセスは適切であると評価できる。 

日本の支援プロセスにおける援助実施機関との協議・調整について、ケース・スタディ国における評

価はおおむね高かった。協働して案件形成を行う過程で課題を取りまとめることができる点、定められ

た期限まで一定のサポートが受けられる保証がある点で評価が高い一方、報告書提出等の要求が過

大である点、在外事務所の権限が弱いため意思決定に時間がかかる点が問題として挙げられた。 

相手国の開発ニーズと日本が有する開発支援リソースのマッチングは、インフラ支援、ネリカ米の普

及、中等理数科教育等で適切に行われている一方、職業訓練や貿易・投資の分野で一層の取組が望

まれる。 
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広域協力ないし南南協力は、教育・人材育成、保健医療、水・かんがいと多岐にわたって成功事例

が見出され、こうしたプロセスはおおむね適切であると評価できる。 

７．提言 

(１)フォローアップされていない開発課題に取り組む必要性 

TICAD プロセスを通じた日本の対アフリカ支援は、国際的上位枠組みとの間で、ジェンダー、環境、

市民社会との対話といった横断的課題では整合性が確認できなかった。これらの課題は、TICAD IV に

向けて国連諸機関がとっている「クラスター・アプローチ」においても、クラスターないし分野横断的問題

として挙げられている重要なものであり、日本は今後、これらへの取組を明確に打ち出すべきである。 

(２) 包括的・総体的な支援を一層推進する必要性 

日本の支援は、特に保健・医療分野等において、無償資金協力によるインフラ支援、技術プロジェク

トおよび青年海外協力隊やシニア・ボランティアによる現場への技術移転・人材育成のための支援とい

うスキーム連携による「包括的な支援」の有効性を示唆している。欧米米ドナーがあまり注力しないイン

フラの供与は日本の対アフリカ支援における比較優位点であり、これを活かした包括的支援を一層推

進していくことが望ましい。 

一方、人材育成・職業訓練においては、訓練内容が市場の労働力ニーズに必ずしもマッチしていな

い可能性が指摘された。職業訓練に、実際の就職に直接繋がるような要素を盛り込んで、より包括的・

総体的な支援としていことが望まれる。 

(３) MDGs を一層念頭において支援を展開する必要性 

アフリカにおける MDG 指標の変化は、全体としては一応改善の方向にあるものの、ほとんどすべて

の指標において改善度合いはまったく不十分であり、指標によっては悪化している国も相当程度に存在

している。基礎的な社会ニーズに関わるアウトプット指標を短中期的に改善することは極めて困難であ

るし、それに対し日本の貢献の度合いを検証することは原理的に不可能であるが、MDG 指標の改善と

いう目に見える結果に繋がるような支援を積極的に設計し実施していくことは、MDGs の重要性に鑑み

れば是非とも必要である。 

加えて、MDGs を念頭に置いた支援を展開していくためには、その前提として MDG 指標データが定

期的かつ的確に入手できるような環境整備の支援も必要である。 

(４) 貿易投資振興や経済成長を実効的に支援する必要性 

TICAD プロセスに対し、経済成長や、それをもたらす貿易投資振興といった、具体的・実際的な「果

実」を求める声は多い。人材育成やインフラ建設といった経済基盤の整備も、実際の経済成長を伴うも

のとなれば、一層説得的なものとなる。この点を踏まえれば、経済成長や貿易投資振興について顕在

的かつ相当程度の結果をもたらすような支援のあり方が模索されることが望まれる。経済成長をもたら

すためには然るべき投入が必要であり、その観点から、プレッジング会合ではないという TICAD の基本

的性格を見直すことも一案である。 

(５) 教育における「量」と「質」の両立に注力する必要性 

アフリカの教育においては、就学率では一定の改善が見られるが、進級率の改善は芳しくなく、また

女性のドロップアウト率は男性に比べ依然高い。単純な就学率で測られる教育の「量」だけでなく、進級

率やその男女比で測られる教育の「質」について、有効な結果をもたらすような支援のあり方を模索す

ることが望まれる。初等教育で「万人のための教育」が一定の成果をあげつつある現状において、「質」
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を伴った「量」の確保こそが求められている。 

(６) 南南協力を一層推進する必要性 

対アフリカ支援における南南協力は、農業、保健医療、教育・人材育成等の分野で援助プロセスとし

ての適切性を示しており、今後は一層、TICAD プロセスを通じて、日本が個別の国に対して行っている

同分野の支援を互いに連携させる南南協力を、明確かつ具体的に推進するべきである。南南協力は、

担当者同士の知人関係といった偶発的・属人的な要素に依存して発展することがあるが、そうではなく

意識的に協力を創り出していく仕組みを作るべきである。 

(７) 他ドナーとの連携を一層推進する必要性 

TICAD プロセスを通じて日本が対アフリカ支援の枠組を強く打ち出したことが、「ドナーとしての日本」

を世界に印象付け、日本と他ドナーとの連携を促進したという事象が、農業や保健医療等の分野で観

察された。日本において、ODA 予算の確保が厳しくなっている中では特に、こうした国際機関や他のド

ナー国との連携は、非常に有効なものとなる。国連や世界銀行等が共催者であり、多くの国際機関やド

ナー国も参加する TICAD プロセスを通じて、日本と他ドナーとの連携を図ることは、TICAD プロセスな

いし TICAD 会合の重要な役割として、今後も一層推進していくべきである。 

(８) スキーム連携を一層推進する必要性 

TICAD プロセスが契機となり、日本の援助においてスキーム連携が進んだ例も、保健医療分野で見

られた。このようなスキーム連携も、援助プロセスの適切性という観点から一層推進すべきであり、その

触媒として TICAD プロセスないし TICAD 会合を大いに活用すべきである。 

注）ここに記載されている内容は評価実施者の見解であり、政府の立場や見解を反映するものでは

ありません。 

 




